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与野中央公園調節池 説明会開催概要 

１ 開催日時 

 令和４年７月１８日（月・祝日・海の日） 

 １回目 9:30～10:30 

 ２回目 11:00～12:00 

 令和４年７月１９日（火）        

  ３回目 18:30～19:30 

  ４回目 20:00～21:00 

２ 場 所 さいたま市中央区鈴谷公民館 小会議室１・２ 

３ 参加人数 １回目 ３４名 ２回目 １２名 ３回目 １６名 ４回目 ４名 合計６６名 

４ 説明内容 

 ○鴻沼川の概要と河川改修事業 

 ○与野中央公園調節池建設工事について 

 （１）調節池の概要 

 （２）全体スケジュール 

 （３）家屋調査（事前、事後）・周辺調査について  

  （４）市道の廃道に伴う迂回路について 

５ 主な質疑応答  

【①計画に関すること】  

（質問） 

 ・スライド P.12一体型調節池とは。 

（回答） 

 ・河川で調節する河川調節容量と公園が開発された際に必要となる開発調整容量を合算

して一体型の調節池の容量としています。 

（質問） 

 ・最近の雨の降り方を見ると時間 50 ミリ以上降っているが、県の対応は時間 50 ミリで

いいのか。 

（回答） 

 ・最近の雨で時間100ミリ以上降っていることは認識しているが、時間50ミリ対応の整

備水準で河川を整備している。それ以上降った際には水位情報や避難などの情報発信す

るソフト施策も活用して、状況によっては一刻も早く避難して欲しい。 

（質問） 

 ・調節池を整備することにより、台風19号が発生してもどのくらいになるか等、整備効

果を示して欲しい。 
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（回答） 

 ・調節池が整備されれば、洪水が一時的に調節池に貯留されるため、洪水がそのまま流下

しないため水位を下げる効果があります。想定を超えた雨に対する整備効果を示すこと

はできません。 

（質問） 

 ・激甚災害特別法で鴻沼川を 38 ミリ対応とする計画であった。橋梁架換は 12 橋とのこ

とであったが、当初の計画では鴻沼橋も架換えるはずであったのに架け換えていないの

は何故か。以前、鴻沼橋で流下能力があるといわれたが。 

（回答） 

 ・架換えを行った12橋の中に鴻沼橋は含まれていません。 

（説明会後追記：橋梁下の低水路を拡幅したことにより流下能力を確保しています。） 

（質問） 

 ・調節池が芝川の調節池と比較すると1/3位の大きさで小さいのではないか。もっと、大

きくしてほしい。 

（回答） 

 ・時間50ミリ対応とする計画での容量となります。 

（質問） 

 ・鴻沼川の河川整備計画では、自然を生かした河川づくりとなっている。調節池であって

も、さいたま市の水と生き物プラン、生物の多様性についての要素が入っていない。自

ら作った計画と違うことをするのは、流域住民として信じられない。県とさいたま市の

計画はそれらに沿っていない。 

（回答） 

 ・鴻沼川は都市河川であり、こういった計画となっています。 

（質問） 

 ・河川整備計画では、全ての河川に適用すると言っている。私は激特河川の委員をやって

いた。のり面もコンクリート、コートで利用する面もコンクリートを利用しており、水

がしみこまない。河川整備計画と著しく違う。もう少し何とか自然に配慮できないのか。

生態系調査は実施していないのか。 

 ・今、保全すべき事項は環境である。この計画は、今の時代には古い。考え直して欲しい。

親水性の確保を図って欲しい。 

（回答） 

 ・こちらの調節池は、常時水が溜まっているところではありません。公園利用を考えてこ

の構造としています。この周辺についての調査は実施していません。 

 ・現場の条件、公園利用の条件等あらゆる制約の中で、この構造となりました。貴重なご

意見として伺っておきます。 

（意見） 
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 ・市会議員から資料をもらったが、調節池の底面利用計画では、スケートボード、バスケ

ットコート、駐車場とビオトープとなっている。河川整備計画の荒川左岸ブロックは、

環境に配慮した計画とすると記載されているのに、何も配慮していないのではないか。 

 ・この調節池は、コンクリートの塊となっており環境面に配慮していない。もっと自然環

境を考えた公園を作るべきでないか。調節池についても河川整備計画に記載のとおり、

もっと環境面に配慮すべきである。 

 

【②工事に関すること】  

（質問） 

 ・時間外や早い時間6時位から大型車両が駐車している。 

 ・特殊車両の待機は道路ではなく公園予定地の空きスペースを活用してほしい。 

（回答） 

 ・公園予定地に建設車両を入れることにより、道路上に駐車しないようにします。 

（質問） 

 ・市道500号線は８月末で廃道になるのか。 

（回答） 

 ・池の中の道路となってしまうので、無くなってしまいます。代わりに西側にできる南北

に走る新しい道路に付け代わることになります。 

（質問） 

 ・スライド P.18 公園の西側にできる南北に走る新しい道路は、他の道路とフラットに

なるのか。地震時等に6丁目（南側）から公園に直接入れなくなると困る。 

（回答） 

 ・フラットになり、他の道路から新しい道路に入れるようになります。 

（質問） 

 ・こちらの資料はホームページでも見られるのか。 

 ・調節池のイメージは、交流センターの駐車場のイメージでいいか。 

（回答） 

 ・説明会終了後、説明会の概要等をさいたま県土のホームページに掲載します。 

 ・河川の調節池なので、駐車場の貯留池よりもずっと大きなものになります。 

（質問） 

 ・迂回路北側の工事は何をするのか。 

（回答） 

 ・調節池北側の土地は公園予定地になります。 

  調節池整備中は掘削土の仮置き場などとして利用していきます。 

（質問） 

 ・公園はいつ出来るのか。出来るだけ早く作って欲しい。 
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（回答） 

 ・底面利用については、調節池の工事と共に完成させます。北側の公園については、工事

の錯綜も考えられるため、調節池が完成してから始まることになります。（さいたま市） 

（質問） 

 ・底面利用について暫定利用できるのか。 

（回答） 

 ・工事中のところで底面を開放してしまうと利用者への安全面を確保できなくなってし

まうので、暫定での利用はできません。 

（質問） 

 ・スライド P.14の調節池の底面がパース上何も無い。イメージ出来る物はあるか。 

（回答） 

 ・与野本町まちづくり協議会、役員会で底面利用の計画案を作成中であり、今度のまちづ

くりニュースで公開する予定です。（さいたま市） 

 

【③調査・環境に関すること】  

（質問） 

 ・スライド P.17の地下水位調査や地盤変動調査は、工事完了まででは短いのでは。 

（回答） 

 ・工事完了後、1年間は調査し、異常変動があれば継続していきます。 

（質問） 

 ・本来最初にこういう説明会を実施してから家屋調査をすべきでは。 

 ・家屋調査を実施する人の資格などあるのか。プライベートの情報管理は誰がするのか。 

（回答） 

 ・本来であれば説明会を開いてから事前調査をする必要がありました。コロナの状況もあ

り、どういう形で開催するか、人を集めていいものか等検討していたため遅れてしまい

ました。これについては申し訳ありません。 

 ・資格については県の調査業務を行う資格を持っている会社に委託しております。プライ

ベートの写真管理は県で適切に管理します。 

（質問） 

 ・家屋内部の被害とはどんなものか。同様な調節池ではどの程度の被害があったのか。 

 ・全体スケジュールの中で特に振動が出やすい工事はどれになるか。 

（回答） 

 ・桜木調節池では、調査した家屋の柱とか壁に亀裂が発生しました。工事の影響により、

地盤沈下が起きて家屋に被害が生じる例が多いです。 

 ・振動があまり発生しないように努めるが、遮水工は振動が発生しやすい工事となります。 
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（質問） 

 ・補償する金額は、実際にかかった費用全部なのか。 

（回答） 

 ・全国一律の基準で補償します。実際にかかった費用ではありません。 

（質問） 

 ・地盤調査、地下水調査の結果によって工事中断はあるか。 

（回答） 

 ・急激な変化が見られた場合、工事を中断することはあります。 

（質問） 

 ・リフォームや新築した場合の補償は。 

（回答） 

 ・リフォーム後や新築後と事後調査を比較して補償額を算定します。 

（質問） 

 ・地盤変動調査とは。 

（回答） 

 ・地表面に鋲などを設置して、定期的に地盤の変動を観測していくものです。 

（質問） 

 ・今回と同じように調節池を作った際に、近くのマンションに被害があったという事  

例はあるか。 

（回答） 

 ・芝川第一調節池という調節池に近接してマンションがありますが、調節池整備の影響が  

あったとは聞いておりません。 

（質問） 

 ・地下水や地盤変動に異常が生じた場合は、情報を公開してもらえるのか。出来る限り情

報開示して欲しい。 

（回答） 

 ・残りの説明会でもそのような要望があるか確認させていただき判断します。 

（意見） 

 ・あとは、「しっかりと調節池工事をやっていただきたい」 

（質問） 

 ・家屋調査の範囲はどこまでか。対象外の家屋はお願いすれば出来るのか。 

（回答） 

 ・事前調査の範囲を下記に図示します。 
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 ・対象外の家屋は周辺の動態観測結果を見ながら検討します。 

 

【④公園計画に関すること】（さいたま市） 

（質問） 

 ・調節池の北側の公園予定の工事スケジュールはいつからか。 

（回答） 

 ・公園の計画を作成中です。与野本町のまちづくり協議会の皆さんと相談させていただき

ながら公園計画を進めています。 

（質問） 

 ・スケボーパークはいつやるのか。北側の公園はいつできるのか。次世代体育館を造ると

聞いているが、野原でいいから出来るだけ早く造ってほしい。 

 ・調節池の工事が完了しました。事後調査します。また、次世代体育館ができたときにま

た事後調査してもらえるのか。 

（回答） 

 ・調整池の底面利用施設は、令和8年度までの完成予定です。北側の公園整備のスケジュ

ールは工事の競合状況を見て検討したい。現段階では、何年に完成させますとは言えな

いので申し訳ございません。次世代体育館については、まちづくり協議会の中で検討し

ています。 

 ・県で行った事後調査を事前調査として利用するなど、改めて県と調整していきたいと思

います。 
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（質問） 

 ・調節池の説明会は分かったが、公園の説明会もあるのか。 

（回答） 

 ・現在、まちづくり協議会で公園の概要について詰めている。然るべき時期になったら説

明会について検討したい。 

（質問） 

 ・上半分の空き地の利用は。どのような公園にするかという声を聴く機会はあるのか。 

（回答） 

 ・まちづくり協議会で地元の意見を聞きながら、どのような公園にするか検討している段

階です。公園計画が決定する際には、こういった説明会を開催するかは持ち帰り検討し

ます。 

（意見） 

 ・公園も説明会をやって欲しい。計画を見ると調節池について、環境面で配慮していない。

緑も考えて欲しい。 

【⑤その他】  

（質問） 

 ・西縁水路が氾濫した場合の西の宅地側に溢れないように高くしてほしい。 

（回答） 

 ・西縁水路の管理者はさいたま市になりますので説明会で要望があったことを伝えます。

（さいたま市・県） 


